
○
総
務
省
告
示
第
百
十
七
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
令
和
四
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理

府
令
第
二
十
三
号
）
第
三
条
の
三
の
二
第
三
項
、
第
五
条
の
二
第
三
項
、
第
十
条
第
五
項
、
第
十
条
の
二
の
八
第
三
項

及
び
第
二
十
四
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
条
の
三
の
二
第
三
項
、
第
五
条
の

二
第
三
項
、
第
十
条
第
五
項
、
第
十
条
の
二
の
八
第
三
項
及
び
第
二
十
四
条
の
三
十
九
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百

四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

金
子

恭
之

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

地
方

税
法

施
行

規
則

第
３

条
の

３
の

２
第

３
項

第
５

条
の

２
第

３
項

第
1
0
条

第
５

項
第

1
0
条

の
２

の
８

地
方

税
法

施
行

規
則

第
３

条
の

３
の

２
第

３
項

第
５

条
の

２
第

３
項

第
1
0
条

第
５

項
第

1
0
条

の
２

の
８

、
、

、
、

、
、

第
３

項
及

び
第

2
4
条

の
3
9
第

１
項

に
規

定
す

る
情

報
通

信
の

技
術

の
利

用
に

お
け

る
安

全
性

及
び

信
頼

性
を

確
保

第
３

項
及

び
第

2
4
条

の
3
9
第

３
項

に
規

定
す

る
情

報
通

信
の

技
術

の
利

用
に

お
け

る
安

全
性

及
び

信
頼

性
を

確
保

す
る
た
め
に
必

要
な
基
準

す
る

た
め

に
必

要
な

基
準

第
１

用
語
の
定

義
第

１
用

語
の

定
義

１
利
用
者

１
利

用
者

地
方

税
法

（昭
和

2
5
年
法

律
第
2
26

号

。以
下

「法

」と
い

う

。

）第
5
3
条
第

6
5
項

法
第
7
2
条

の
3
2
第

１
地

方
税

法

（昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2
6
号

。以
下

「法

」と
い

う

。

）第
5
3
条
第

6
3
項

法
第
7
2
条
の
3
2
第
１

、
、

項
又
は
法

第
32
1
条
の
８
第

62
項
の
規
定

に
よ
り
法

人
の
道
府

県
民
税

法
人
の

事
業

税
又

は
法

人
の

市
町

村
項

又
は

法
第

3
2
1
条

の
８

第
6
0
項
の

規
定

に
よ

り
法
人

の
道
府

県
民

税
法

人
の

事
業
税

又
は

法
人
の
市

町
村

、
、

民
税

（以
下

「法
人
の
道
府

県
民
税
等

」と
い
う

。

）の
申
告
を
行

う
内
国
法

人
法

第
3
1
7
条

の
６

第
５

項
民

税

（以
下

「法
人

の
道

府
県

民
税

等

」と
い

う

。

）の
申

告
を

行
う

内
国

法
人

法
第
3
1
7
条

の
６

第
５

項
、

、

第
１

号
又

は
第

６
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

り
給

与
支

払
報

告
書

記
載

事
項

又
は

公
的

年
金

等
支

払
報

告
書

記
第

１
号

又
は

第
６

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

給
与

支
払

報
告

書
記

載
事

項
又

は
公

的
年

金
等

支
払

報
告

書
記

載
事

項

（以
下

「記
載

事
項

」と
い

う

。

）を
提

供
す

る
者

及
び

法
第

7
4
7
条

の
２

第
１

項
又

は
第

7
4
7
条

の
載

事
項

（以
下

「記
載

事
項

」と
い

う

。

）を
提

供
す

る
者

及
び

法
第

7
4
7
条

の
２

第
１

項
又

は
第

7
4
7
条

の

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

書
面

等
地

方
税

関
係

申
告

等
又

は
書

面
等

以
外

地
方

税
関

係
申

告
等

を
行

う
者

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

書
面

等
地

方
税

関
係

申
告

等
又

は
特

定
地

方
税

関
係

申
告

等
を

行
う

者

（当

（当
該

法
人

の
道

府
県

民
税

等
の

申
告

を
行

う
内

国
法

人
当

該
記

載
事

項
を

提
供

す
る

者
及

び
当

該
書

面
該

法
人

の
道

府
県

民
税

等
の

申
告

を
行

う
内

国
法

人
当

該
記

載
事

項
を

提
供

す
る

者
及

び
当

該
特

定
書

面
、

、

等
地
方
税
関

係
申
告
等

又
は
書
面
等

以
外
地
方

税
関
係
申

告
等
を
行
う

者
が
税

理
士

法

（昭
和
26

年
法

律
第

2
等

地
方

税
関

係
申

告
等

又
は
特

定
地

方
税

関
係

申
告

等
を

行
う

者
が

税
理

士
法

（昭
和

2
6
年
法
律

第
23

7
号

）

3
7
号

）第
２

条
第

１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

税
務

書
類

の
作

成
を

委
嘱

す
る

場
合

に
あ

て
は

当
該

委
嘱

第
２

条
第

１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

税
務

書
類

の
作

成
を

委
嘱

す
る

場
合

に
あ

て
は

当
該

委
嘱

を
受

け
っ

、
っ

、

を
受
け
た

者

）

た
者

）

［２
５

略

］

［２
５

同
左

］

～
～

６
機

構
サ

バ
６

機
構

サ
バ

ー
ー

法
人

の
道

府
県

民
税

等
の

申
告

記
載

事
項

及
び

書
面

等
地

方
税

関
係

申
告

等
又

は
書

面
等

以
外

地
方

税
法

人
の

道
府

県
民

税
等

の
申

告
記

載
事

項
及

び
特

定
書

面
等

地
方

税
関

係
申

告
等

又
は

特
定

地
方

税
関

、
、

関
係

申
告

等
の

記
録

並
び

に
都

道
府

県
知

事
及

び
市

区
町

村
長

に
対

す
る

デ
タ

の
送

信
を

行
う

た
め

の
法

係
申

告
等

の
記

録
並

び
に

都
道
府

県
知

事
及

び
市

区
町
村
長

に
対

す
る
デ

タ
の
送

信
を

行
う

た
め

の
法

第
7

ー
ー

第
76
1
条
に
規

定
す
る
地
方

税
共
同
機

構
以
下

機
構

と
い
う

の
使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

61
条

に
規

定
す

る
地

方
税
共

同
機

構
以

下
機

構
と

い
う

の
使

用
に
係

る
電

子
計

算
機

（
「

」
。
）

（
「

」
。
）

［７
９

略

］

［７
９

同
左

］

～
～

1
0

デ
タ

1
0

デ
タ

ー
ー

機
構

サ
バ

に
備

え
ら

れ
た

記
憶

媒
体

に
記

録
さ

れ
る

法
人

の
道

府
県

民
税

等
の

申
告

記
載

事
項

及
び

機
構

サ
バ

に
備

え
ら

れ
た

記
憶

媒
体

に
記

録
さ

れ
る

法
人

の
道

府
県

民
税

等
の

申
告

記
載

事
項

及
び

ー
、

ー
、

書
面
等
地
方
税

関
係
申
告

等
又

は
書

面
等
以
外
地

方
税
関
係

申
告
等
に

関
す
る

情
報

特
定

書
面

等
地

方
税

関
係

申
告

等
又

は
特
定
地

方
税
関
係
申

告
等
に
関

す
る

情
報

［1
1

16
略

］

［11
1
6

同
左

］

～
～

第
２

利
用

者
の

法
人

の
道

府
県

民
税

等
の

申
告

記
載

事
項

の
提

供
及

び
書

面
等

地
方

税
関

係
申

告
等

又
は

書
第

２
利

用
者

の
法

人
の

道
府

県
民

税
等

の
申

告
記

載
事

項
の

提
供

及
び

特
定

書
面

等
地

方
税

関
係

申
告

等
又

、
、

面
等

以
外
地
方

税
関
係
申
告

等
に
係
る

安
全
性
及

び
信
頼
性
の

確
保

は
特

定
地

方
税

関
係

申
告

等
に
係
る

安
全
性

及
び

信
頼

性
の

確
保

［１
・
２

略

］

［１
・

２
同

左

］

３
利
用
の

方
法

３
利

用
の

方
法

利
用

者
は

次
に

掲
げ

る
方

法
に

よ
り

法
人

の
道

府
県

民
税

等
の

申
告

記
載

事
項

の
提

供
及

び
書

面
等

利
用

者
は

次
に

掲
げ

る
方

法
に

よ
り

法
人

の
道

府
県

民
税

等
の

申
告

記
載

事
項

の
提

供
及

び
特

定
書

、
、

、
、

地
方
税
関

係
申
告
等

又
は
書
面
等

以
外
地
方

税
関
係
申
告

等
を
行
わ

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
す

る
面

等
地

方
税

関
係

申
告

等
又

は
特

定
地

方
税

関
係
申

告
等

を
行
わ

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
こ

と
と

す
る

。
。

［⑴
・
⑵

略

］

［⑴
・

⑵
同

左
］

［第
３

第
６

略

］

［第
３

第
６

同
左

］
～

～

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。




